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○お問い合わせ先○ 
本荘国道維持出張所「本荘こくどう通信」 担当 まで 

〒０１５－００１３ 由利本荘市石脇字田尻野１８  電話：０１８４－２２－８５５８ ＦＡＸ：０１８４－２３－６２６４ 
http://www.thr.mlit.go.jp/akita/honjou/index.html 

上下線分離 

 平成２７年１０月１８日、日本海東北自動車道路（象潟IC～金浦IC）６．８kmが開通しました。 

この開通区間は対向車線への飛び出し防止や規制速度向上を目的として中央分離帯に鋼製ガードレールを設置し、２車線上下

分離して規制速度８０km/h、片側１車線の自動車専用道路です。本荘国道維持出張所の日東道管理区間は４７．８kmに延伸し

ました。 
 速度・車間距離を守り、ランプ部では減速し追突などに気をつけて安全走行をお願い致します。 
 象潟ＩＣと国道７号のアクセスは（主要地方道）象潟矢島線が便利です。国道７号交差点の形が変わりましたのでご注意下さい。 

状況によっては80ｋｍ/ｈを下まわる場合があります 

規制速度８０Km/h 

ＩＣ合流時ランプ減速を御願いします 国道7号と県道の交差点 

道路の管理は①国道７号・日東道（無料区間）は国土交通省 ②日東道（有料区間）はNEXCO東日本（秋田管理事務所） 

③国道１０５号１０７号１０８号主要地方道県道は秋田県（由利地域振興局）です。 


